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【手続補正書】
【提出日】平成27年5月21日(2015.5.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像装置本体に回転可能に取り付けられており、撮像画像を表示する表示手段と、
　前記表示手段の回転状態に応じて前記表示手段への表示の内容を変更し、前記表示手段
が所定角度以上回転されたときに対面撮影モード表示に設定する表示制御手段とを備えた
撮像装置において、
　撮像レンズに取り付けられるアクセサリーの装着を検出する検出手段と、
　前記表示制御手段は、前記対面撮影時に、前記アクセサリー装着が検出されている場合
は、前記撮像画像の表示領域を縮小して表示するよう制御することを特徴とする撮像装置
。
【請求項２】
　さらに、撮像画角内の顔を検出し、前記表示手段における顔の像位置を判定する顔検出
手段を有し、
　前記表示制御手段は、前記対面撮影モード表示に設定されており、且つ前記表示手段に
おける顔の像位置が、前記アクセサリーの一部に隠されて撮影者から見えない範囲である
ことを判定した場合には、前記撮像画像の表示領域を縮小して表示するよう制御すること
を特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記顔検出手段は、顔の特徴を検出して撮影者の特徴として設定し、次回の顔検出時に
検出した顔の特徴が撮影者として設定した顔の特徴と一致するか判断し、
　前記表示制御手段は、前記顔顕出手段が顔の特徴を検出して撮影者の特徴として設定し
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、次回顔検出時に検出した顔の特徴が撮影者として設定した顔の特徴と一致しない場合に
は、前記表示手段の表示領域を縮小移行しないことを特徴とする請求項２に記載の撮像装
置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記撮像画像の表示領域を縮小するとともに、前記撮影者から見
える位置に移行して表示するよう制御することを特徴とする請求項１ないし３のいずれか
１項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　撮像装置本体に回転可能に取り付けられており、撮像画像を表示する表示手段と、前記
表示手段の回転状態に応じて前記表示手段への表示の内容を変更し、前記表示手段が所定
角度以上回転されたときに対面撮影モード表示に設定する撮像装置の制御方法であって、
　撮像レンズに取り付けられるアクセサリーの装着を検出する検出ステップと、
　前記対面撮影時に、前記アクセサリー装着が検出されている場合は、前記撮像画像の表
示領域を縮小して表示するよう制御する表示制御ステップを有することを特徴とする撮像
装置の制御方法。
【請求項６】
　さらに、撮像画角内の顔を検出し、前記表示手段における顔の像位置を判定する顔検出
ステップを有し、前記表示制御ステップにおいては、前記対面撮影モード表示に設定され
ており、且つ前記表示手段における顔の像位置が、前記アクセサリーの一部に隠されて撮
影者から見えない範囲であることを判定した場合には、前記撮像画像の表示領域を縮小し
て表示するよう制御することを特徴とする請求項５に記載の撮像装置の制御方法。
【請求項７】
　前記顔検出ステップにおいては、顔の特徴を検出して撮影者の特徴として設定し、次回
の顔検出時に検出した顔の特徴が撮影者として設定した顔の特徴と一致するか判断し、
　前記表示制御ステップにおいては、前記顔顕出ステップにて顔の特徴を検出して撮影者
の特徴として設定し、次回顔検出時に検出した顔の特徴が撮影者として設定した顔の特徴
と一致しない場合には、前記表示手段の表示領域を縮小移行しないことを特徴とする請求
項６に記載の撮像装置の制御方法。
【請求項８】
　前記表示制御ステップにおいては、前記撮像画像の表示領域を縮小するとともに、前記
撮影者から見える位置に移行して表示するよう制御することを特徴とする請求項５ないし
７のいずれか１項に記載の撮像装置の制御方法。
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